
令和７年９月に警察庁が公表した『自転車ルールブック』には、自転
車の指導取締りの基本的な考え方が示されています。
● 警察が自転車の交通違反を認知した場合、基本的には
現場で指導警告を実施します。

● ただし、違反自体（①）や、違反態様（②）が

『悪質・危険な違反』であるときなどは検挙対象となります。

☆ ストップ・ザ・交通事故 ～ めざせ 安全で安心な北海道 ～ ☆

自転車の指導取締りの
基本的な考え方

令和７年11月５日

交通第一課

企画係

①違反自体が悪質・危険なもの ②違反態様が悪質・危険なもの
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